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マイナちゃん

マイナちゃん

　平成27年10月から順次、住民票を有するすべての方に対して、1人に1つ、
　12桁の個人番号（マイナンバー）を指定し、通知カードを郵送します。
　いの町では、11月中旬ごろから発送する予定です。

■12桁の個人番号（マイナンバー）を通知す
るために送られてくる紙のカードです。　
　顔写真は記載されず、本人確認のための公
的な身分証明書として利用できません。

■住民票を有するすべての方に、住民票に記
載されている住所の世帯ごとに、簡易書留
（転送不要）で届きます。
　※転送手続きをしていても通知カードは届
きません。

■個人カードの交付や行政の各手続きに必要
ですので、紛失しないように大切に保管し
てください。

■通知カードが送付されて以降、住所や氏名
が変わる場合、役場での手続きの際に通知
カードを忘れずにお持ちください。

■紛失した場合は、再交付の際に手数料が必
要です。

■申請により希望者に無料で交付されるもの
で、取得は強制（義務）ではありません。
　本人確認のための公的な身分証明書として
利用できます。
　※e-Taxなどの電子申請などが行える電子
証明書の機能も搭載できます。

　　（15歳未満の方は除く。）

■有効期限は、発行日から10回目（発行時20歳
未満の方は５回目）の誕生日までになります。
　有効期間満了日の3か月前から有効期間満了
　日まで更新の手続きが可能となります。

■個人番号カードを取得されて以降、住所や
氏名が変わる場合、役場での手続きの際に
個人番号カードを忘れずにお持ちください。

■紛失した場合は、再交付の際に手数料が必
要です。

　通知カードと一緒に交付申請書と専用の返
信用封筒が届きますので、署名、押印をし、
顔写真を貼り付けて郵便ポストに投函してく
ださい。

※申請書の郵送先は、いの町役場
ではありません。

　又は、スマートフォンで顔写真を撮影し、
オンラインでの申請も可能です。

　申請された個人番号カードは、平成28年
1月以降、町民課に届きますので、申請後、
町民課から交付通知書（はがき）が届きまし
たら、下記のものをお持ちになって町民課の
窓口でお受け取りください。
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いの町でのマイナンバーの流れ
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券面に記載されるもの

住所、氏名、生年月日、性別、
12桁の個人番号（マイナンバー）

券面に記載されるもの

【表面】氏名、住所、生年月日、性別、
　　　　有効期限、顔写真
【裏面】12桁の個人番号（マイナンバー）、
　　　　氏名、生年月日など
【ICチップ】個人番号、氏名、住所、
　　　　　　生年月日、性別、顔写真

←次ページにつづく

※カードの画像はイメージです
ので、実物とは記載内容などが
異なることがあります。

※所得情報や年金の情報などプ
ライバシー性の高い個人情報は
記録されません。

１．個人番号の交付通知書（はがき） 
２．運転免許証などの本人確認書類 
３．通知カード 
４．住民基本台帳カード（お持ちの方）

受け取りに必要なもの


